
報告第９号 

地方独立行政法人桑名市総合医療センターの経営状況に関する書類の提出について 

 地方独立行政法人桑名市総合医療センターの経営状況に関する書類を地方自治法（昭和22年法律第

67号）第243条の３第２項の規定により、別紙のとおり提出する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 

 



 



































報告第10号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年２月15日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    既に終了した平成30年10月１日付け土地賃貸借契約に係る土地において、埋設物等が見つか

り、当該埋設物等の撤去が必要となったものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●● 

     ●●●●●●●●●●●●●●● 

      ●● ●● 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ    ９０３，７８２円 

相手方から市へ          ０円 

 

 

 

  



 



報告第11号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

 和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

  令和６年２月15日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 １ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和４年12月８日午前10時頃、下深谷部地内のみかん畑において、収穫の手伝いに訪れた相

手方が、ニホンザルの群れを追い払うために市が配付している動物駆逐用煙火を使用したとこ

ろ、手持ち用ホルダー内で暴発し、爆発音により耳が聴こえにくくなったため、耳鼻咽喉科で

受診したところ、突発性難聴と診断され、加療が必要になったものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●● 

     ●● ●● 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市より相手方へ   ３５１，０６０円 

    相手方より市へ         ０円 

 
 
  



 



報告第12号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年２月15日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和５年10月12日午前11時頃、桑名市東汰上555番地９地先の市道福島深谷線において、道路

法面の除草作業を行っていたところ、草刈り機による飛び石が駐車中の普通乗用自動車に当た

り、当該普通乗用自動車の後部ガラスが破損したものである。 
 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●● 
●● ●● 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ   １８９，１５０円 

相手方から市へ         ０円 

 

 

 

  



 



報告第13号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年２月20日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和５年９月20日午後６時頃、普通乗用自動車が桑名市多度町小山地内の市道小山線を南進

中に、対向車とすれ違うために道路の左側に寄せたところ、側溝のグレーチングが外れて左後

輪が側溝に落ち、当該普通乗用自動車の左後輪タイヤ及びハブ並びに車体底部を損傷したもの

である。 
 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●● ●● 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ   １３１，９８５円 

相手方から市へ         ０円 

 

 

 

  



 



報告第14号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年３月26日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和５年11月15日10時頃、●●●●●●●●●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●の敷地内において、秋季火災予防運動に伴う消防訓練中に、建物南面の３階

バルコニーからはしご車を使って要救助者を救出した際、はしご車のバスケットがバルコニー

の手すりに接触し、当該手すりを損傷したものである。    

         

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● ●●●● 

 

 ３ 損害賠償の額  

    市から相手方へ   ２４５，３００円 
    相手方から市へ         ０円 
  



 



報告第15号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年４月17日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和６年３月21日午後４時頃、消防本部西側駐車場内のフェンスに掲示してある標識の留め

具が強風で外れ、駐車していた普通乗用自動車に接触し、当該自動車の左側後部を損傷したも

のである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●● 

●● ●● 

  

 ３ 損害賠償の額  

    市から相手方へ   ４７，７４０円 
    相手方から市へ        ０円 
  



 



報告第16号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和６年４月24日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和６年１月12日午前11時頃、公用車が●●●●●●●●●●内から、市道へ進入しようと

した際に、敷地内の外壁ブロックに接触し、当該外壁ブロックを損傷したものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    ●●●●●●●●●●●● 

●● ●● 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ   ７４，８００円 

相手方から市へ        ０円 

 

 

 

  



 



報告第17号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

取立請求のための訴訟を次のとおり提起することについては、地方自治法第180条第１項の規定に

より専決処分する。 

令和６年５月９日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 当事者 

    原告 桑名市中央町二丁目37番地 

        桑名市 

         代表者 桑名市長 伊藤 徳宇 

    被告 ●●●●●●●●●●●●●●●● 

        ●●●●●●●●●● 

         ●●● ●●●● ●● ● 

 

 ２ 請求の趣旨 

   (1) 被告は、原告に対し、金20万8,000円を支払え。 
      (2)  訴訟費用は被告の負担とする。 
   との判決並びに仮執行の宣言を求める。 
 
 
  



 



報告第18号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

取立請求のための訴訟を次のとおり提起することについては、地方自治法第180条第１項の規定に

より専決処分する。 

令和６年５月10日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 当事者 

    原告 桑名市中央町二丁目37番地 

        桑名市 

         代表者 桑名市長 伊藤 徳宇 

    被告 ●●●●●●●●●●● 

        ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

         ●●● ●●●●● ●●●●●● ●● ●●●● ●●●●● 

 

 ２ 請求の趣旨 

   (1) 被告は、原告に対し、金32万円を支払え。 
      (2)  訴訟費用は被告の負担とする。 
   との判決並びに仮執行の宣言を求める。 
 
 
  



 



報告第19号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

 

 

専決処分書 

 令和４年議案第108号工事請負契約の締結について（桑名駅西広場他整備工事）の工事請負変更契約

を次のとおり締結することについては、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

  令和６年２月９日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇  

 １ 契 約 の 名 称   桑名駅西広場他整備工事 

 ２ 契 約 の 金 額   変更前  378,611,200円 

            変更後  380,943,200円 

 ３ 契約の相手方   三重県桑名市梅園通43番地 

             三光建設株式会社 

              代表取締役 加藤 功一 

 ４ 契 約 締 結 日   原契約  令和４年12月28日 

変更契約 令和６年２月９日 

 



 



報告第20号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和６年６月６日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 
 
 
 
 
 
 
専決処分書 

 令和４年議案第109号工事請負契約の締結について（桑名市埋立最終処分場整備工事）の工事請負変

更契約を次のとおり締結することについては、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

  令和６年３月18日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 
１ 契 約 の 名 称    桑名市埋立最終処分場整備工事 

２ 契 約 の 金 額    変更前  174,113,500円 

            変更後  175,236,600円 

３ 契約の相手方    三重県桑名市大字桑部577番地２ 

             新成テック株式会社 

              代表取締役 野間 真介 

４ 契 約 締 結 日    原契約  令和４年12月28日 

            変更契約 令和６年３月18日 

５ 竣 工 期 限         令和６年３月28日 


